施電　　様式８
施術者滞在業務開始届
                                               令和　　年　　月　　日
兵庫県　　　　県民局長　様
施術者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施術者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　　話（　　　　　）　　　－

次のとおり滞在業務を開始するので、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律第９条の４に基づき届け出ます。
	１　滞在先の住所
	〒　　　－

(施設名称)
ＴＥＬ（　　　　）　　　－　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　－

	２　業務の種類
（該当する項目を○で囲む）
	(1)あん摩、マッサージ若しくは指圧
(2)はり
(3)きゅう

	３　消毒設備及び方法
	設備
方法

	４免許証の種類
	免許証の名称
	登録年月日
	登録番号
	目の状態

	
	
	年　　月　　日
	第　　　　　　号
	全盲・半盲・正常

	
	
	年　　月　　日
	第　　　　　　号
	

	
	
	年　　月　　日
	第　　　　　　号
	

	５　滞在業務を行う場所
	施設名：

	
	所在地：
〒　　　－

ＴＥＬ（　　　　）　　　－　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　－

	６　滞在業務を行う場所付近の見取図（住宅地図、インターネット地図等を添付すること）
　　　別紙のとおり

	７　滞在期間
	　　 年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日の予定


注）１　滞在業務を開始する時は、滞在場所の管轄健康福祉事務所（保健所）あて届出すること。
２　免許証の写し（Ａ４サイズ）を添付すること。また、原本を持参し健康福祉事務所（保健所）職員の照合を受けるとともに運転免許証等、身分を確認できるものを持参すること。
３　滞在先の名称がある場合は、「滞在先の住所」欄に記載すること。
４　滞在業務を行う場所付近の見取図については、地図情報を別紙として添付すること。
５　予定の滞在期間も過ぎても引き続き業務を継続する場合は、改めて届出が必要である。




